
令和７年９月２６日 

お客さま各位 

 西兵庫信用金庫 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取組みの実施について 

 

平素は、当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

令和３年６月に閣議決定された「成長戦略計画」に基づき、「令和８年（2026年）度末までの約

束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化」に向けて、下記の取組みを実施いたします。 

 今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

 

１．新たな施策の実施 

（１）実施日 

   令和７年 10月１日（水） 

（２）実施内容 

①．当座預金の新規開設の停止 

   当座預金の新規口座開設の取扱いを停止します。 

   実施日以降、新規で事業性資金にかかる口座開設を希望される場合は、「普通預 

金」もしくは「決済用預金（無利息型普通預金）」をご利用願います。 

   既に当座預金を利用中の場合は、引き続きご利用いただけます。 

   注）「でんさい」の決済口座として利用される場合を除きます。なお、「でんさい」の 

決済口座として開設される場合は、手形・小切手帳の発行はしません。 

②．マル専手形の発行廃止 

   ※自己宛小切手については、当面発行します。 

 

２．既に実施している取り組み 

対応 実施日 

2027年（令和９年）４月以降を期日とする手形・小切

手の取立受付の終了 
2025年２月 28日（金） 

出金票（払戻請求書）による払戻しの取扱い開始 2025年４月１日（火） 

キャッシュカードによる払戻しの取扱い 実施済 

当座勘定規定（一般当座口）の改定 2025年４月１日（火） 

約束手形・小切手帳の発行受付を停止 2025年 10月１日（水） 

 



３．既に実施している施策の変更 

（１）約束手形・小切手帳の発行受付停止日の変更 

   お客様からの要望や現在の状況を考慮し、約束手形・小切手帳の発行受付停止日を延期し

ます。 

変更前 変更後 

2025年 10月 1日（水） 2026年 4月 1日（水） 

 

４．当座勘定規定の改定 

  当座勘定規定（一般当座口用）において、手形・小切手用紙に「（2026年 3月 31日を以て

交付請求の受付を終了します。）」の文言を追加します。 

 

以上 


